
 

件  名  

埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令について 

 

提出理由  

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する規

則の改正に伴い、埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令について、

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定

に基づき専決処理したので、同条第２項の規定により報告します。 

 

概  要  

１ 専決処理した理由 

  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例が県議会令和８

年２月定例会において成立し、訓令の一部改正について緊急に処理する必要が

生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがなかったため。 

 

 

 

報告事項イ 

（総務課） 
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２ 専決処理の状況 

⑴ 専決処理日 

   令和８年３月２７日 

 ⑵ 訓令公布日 

   令和８年３月３１日 

 

３ 訓令の内容 

⑴ 訓令の概要 

   県教育局及び県立の教育機関（県立学校を除く。）に勤務する職員の服務に 

ついて必要な事項を定めるもの 

⑵ 改正の概要 

ア 服務規程上の所属長を定義 

イ 職員証の取扱いの変更 

ウ 子育て部分休暇の請求方法の整備 

エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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根拠法令 

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（昭和６１年埼玉県 

教育委員会規則第１３号）（抄） 

 （臨時代理等） 

第４条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、

緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議

を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し又は

専決処理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理し又は専決処理したときは、次回の

教育委員会の会議にその理由並びに当該事務の管理及び執行の状況を報告しな

ければならない。 
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埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令の概要

・ 服務規程上の所属長をより明確にするため、各職における所属長を定義する。

内 容内 容

(1)服務規程上の所属長を定義(1)服務規程上の所属長を定義

・今まで職員は常に職員証を所持しなければならなかったが、職務の遂行に必要な場合には職員証を所持するも
のとして取り扱いを変更する。
※職務の遂行に必要な場合・・官公庁訪問時の身分証明、公用での住民票等取得における身分証明など

(２)職員証の取扱いの変更(２)職員証の取扱いの変更

(３)子育て部分休暇の請求方法の整備(３)子育て部分休暇の請求方法の整備

・小学校１年生から小学校３年生までの子を持つ職員を対象に、勤務時間の任意の時間に、１日につき２時間*を
超えない範囲で取得可能な無給休暇を新設（条例・規則）
（＊同日に「育児休暇」、「部分休業」、「介護時間」を取得する場合は、それぞれの休暇と合計して２時間を超えない範囲まで）

・申請方法について、請求書を所属長へ提出し承認するものとする。（規程）
・承認を受けている職員が出産した場合などにより部分休暇を取りやめる際には変更届を提出する。（規程）

＜子育て部分休暇請求イメージ＞

休暇を取得する場合あらか
じめ、承認請求書及び証明
書類を所属長へ提出

承認後、部分休暇を取得

【取得例】
○期間
令和８年４月１日～令和９年３月３１日

○取得時間
毎週水曜日 8:30～ 9:30（１時間）
毎週金曜日 １５：１５～１７:１５（２時間）

出産した場合などにより、承認され
ていた子育て部分休暇を取りやめ
るため、変更届を所属長へ提出
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 埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令 新旧対照表                            （傍線部分は、改正部分） 

新 旧 

埼玉県教育局等職員服務規程 

 

埼玉県教育局等職員服務規程 

第一条 （略） 

 

（所属長の定義及び責務） 

第一条の二 この規程において所属長とは、次の各号に掲げる者につき、それぞ

れ当該各号に定める者をいう。 

一 副教育長、本局の参事、部長及び高校改革統括監 教育長 

二 副部長、部の参事（部の副参事を含む。）及び課長 所属する部の長 

三 教育事務所の長及び教育機関の長 埼玉県教育局組織規則（昭和四十六年

埼玉県教育委員会規則第十二号）に定める教育事務所又は当該教育機関との

連絡調整に関する事務を所掌する課の所属する部の長 

四 前三号及び次号に掲げる職員以外の職員 本局の参事、所属する課の長又

は教育事務所の長 

五 教育機関の職員（教育機関の長を除く。） 所属する教育機関の長 

２ 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、所掌事務の処理、職員の

勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な処理を講ずるとともに、職員

に対し適切な指導をしなければならない。 

 

第一条 （略） 

 

 

（新設） 

第二条～第六条 （略） 

 

第二条～第六条 （略） 

（埼玉県教育委員会職員証） （埼玉県教育委員会職員証） 

第七条 職員は、埼玉県教育委員会職員証（様式第四号）の交付を受けたとき

は、当該埼玉県教育委員会職員証を適切に管理しなければならない。 

第七条 職員は、常に、埼玉県教育委員会職員証（様式第四号）を所持しなけれ

ばならない。 

２ 埼玉県教育委員会職員証は、職員の職務の遂行に必要なときに所属長が交付

するものとする。 

２ 埼玉県教育委員会職員証は、新たに職員となつたときに所属長が交付するも

のとする。 
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３ 職員は、埼玉県教育委員会職員証の記載事項等に変更を生じたとき、又は紛

失し、若しくは毀損したときであつて、職務の遂行に必要なときは、教育局教

育総務部総務課長（以下「総務課長」という。）に再交付の申請をするものと

する。 

 

３ 職員は、埼玉県教育委員会職員証の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失

し、若しくは毀損したときは、直ちに、教育局教育総務部総務課長（以下「総

務課長」という。）に再交付の申請をしなければならない。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

 

第八条～第九条 （略） 

 

 

第八条～第九条 （略） 

 

（休暇願） （休暇願） 

第十条 （略） 第十条 （略） 

２ （略） 

３ 職員は、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定に基づき、子育て部分休暇の

承認を受けようとするときは、あらかじめ子育て部分休暇承認請求書（様式第

七号の三）を所属長を経て教育長に提出しなければならない。 

４ 子育て部分休暇の承認を受けている職員は、次の各号に掲げるいずれかの事

由が生じた場合には、遅滞なく、子育て部分休暇変更届（様式第七号の四）を

所属長を経て教育長に提出しなければならない。  

一 産前の休暇を始めた場合 

二 出産した場合 

三 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

四 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなつた場合 

五 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合 

２ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

５ （略） ３ （略） 

６ 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、第一項、第三項又は前

項の手続をとることができないときは、伝言、電話等をもつて所属長にその旨

を連絡した後、速やかに第一項、第三項又は前項の手続をとらなければならな

い。 

４ 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、第一項又は前項の手続

をとることができないときは、伝言、電話等をもつて所属長にその旨を連絡し

た後、速やかに第一項又は前項の手続をとらなければならない。 

７ （略） ５ （略） 
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８ （略） ６ （略） 

９ （略） 

 

第十一条～第十七条の二 （略） 

 

（育児休業変更届） 

７ （略） 

 

第十一条～第十七条の二 （略） 

 

（育児休業変更届） 

第十七条の三 育児休業等をしている職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由

が生じた場合には、遅滞なく、育児休業等変更届（様式第十九号の六）を、育

児休業及び育児短時間勤務にあつては所属長を経て教育委員会に、部分休業に

あつては所属長に提出しなければならない。 

一 産前の休暇を始めた場合 

二～五 （略） 

第十七条の三 育児休業等をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞

なく、育児休業等変更届（様式第十九号の六）を、育児休業及び育児短時間勤

務にあつては所属長を経て教育委員会に、部分休業にあつては所属長に提出し

なければならない。 

一 産前の休業を始めた場合 

二～五 （略） 

  

第十八条～第三十五条 （略） 第十八条～第三十五条 （略） 

  

様式第１号～様式第３号 （略） 

 

様式第１号～様式第３号 （略） 
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（削る） 様式第４号(１)（第７条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 様式第４号(２)（第７条関係） 

 

  

様式第５号～様式第７号の２ （略） 様式第５号～様式第７号の２ （略） 
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様式第７号の３（第10条関係） 
表 

子育て部分休暇承認請求書 

年  月  日  

 埼玉県教育委員会教育長 様 

所属所名             

職  名 氏       名   

次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。 

 

１ 請求に係る子 

  氏    名   

   続    柄   

   生 年 月 日           年  月  日生  

 

２ 請 求 期 間       

  及 び 時 間       

期      間 時   間  

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 ３ 備    考   

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する

書類又はその写しを添付すること。 

２ 子育て部分休暇の承認の取消しを請求する場合は、総務事務システムによるこ

と。ただし、これにより難い場合は、裏面に記入し、請求することができる。 

３ 該当する□にはレ印を記入すること。 
 

 

 

 

※ 決裁権者記入欄 

 

決 裁 欄 

決裁 

権者 

   受理年月日 年   月   日  

    決裁年月日 年   月   日  

     承認・不承認の別   

 

   

（新設） 
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裏 

 

 承 認 
子育て部分休暇の承認の 

取消しを請求する時間 

時間数 備 考 

 

 
決裁

権者 
   月日 午 前 午 後  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 
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様式第７号の４（第10条関係） （新設） 
 

子育て部分休暇変更届 

 

年  月  日  

 

 埼玉県教育委員会教育長 様 

 

 

所属所名             

 

職  名 氏       名   

 

  

 子育て部分休暇に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

  

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休暇を始めた。 

□出産した。 

□子育て部分休暇に係る子が死亡した。 

□子育て部分休暇に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた。 

  □同居しなくなつた。 □負傷・疾病  

  □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

 

  

 

 

様式第８号～様式第19号の５ （略） 

 

様式第８号～様式第19号の５ （略） 
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様式第19号の６（第17条の３関係） 

育 児 休 業 等 変 更 届              

 

年  月  日  

 

 埼玉県教育委員会 様 

 

 

所属所名             

 

職  名 氏       名   

 

 

 
育 児 休 業
育児短時間勤務
部 分 休 業

に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休暇を始めた。 

□出産した。 

□育児休業等に係る子が死亡した。 

□育児休業等に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□育児休業等に係る子を養育しなくなつた。 

  □同居しなくなつた。 □負傷・疾病 □託児できるようになつた。 

  □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

 

  

 

様式第20号～様式第28号 （略） 

 

様式第19号の６（第17条の３関係） 

育 児 休 業 等 変 更 届              

 

年  月  日  

 

 埼玉県教育委員会 様 

 

 

所属所名             

 

職  名 氏       名   

 

 

 
育 児 休 業
育児短時間勤務
部 分 休 業

に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休業を始めた。 

□出産した。 

□育児休業等に係る子が死亡した。 

□育児休業等に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□育児休業等に係る子を養育しなくなつた。 

  □同居しなくなつた。 □負傷・疾病 □託児できるようになつた。 

  □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

 

  

 

様式第20号～様式第28号 （略） 
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十
二
号
）
に
定
め
る
教
育
事
務
所
又
は
当
該
教
育
機
関
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
課
の
所
属
す
る
部
の
長 

 

四 

前
三
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

本
局
の
参
事
、
所
属
す
る
課
の
長
又
は

教
育
事
務
所
の
長 

 

五 

教
育
機
関
の
職
員
（
教
育
機
関
の
長
を
除
く
。
） 
所
属
す
る
教
育
機
関
の
長 

２ 

所
属
長
は
、
常
に
管
理
監
督
者
と
し
て
の
責
務
を
自
覚
し
、
所
掌
事
務
の
処
理
、
職
員
の
勤 

務
、
執
務
環
境
の
整
理
等
に
つ
い
て
把
握
し
、
必
要
な
処
理
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
職
員
に
対

し
適
切
な
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
常
に
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
を
所
持
」
を
「
埼

玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
埼
玉
県
教
育
委
員

会
職
員
証
を
適
切
に
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
」
を
「
職
員
の

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載
事
項
」
を
「
記
載
事
項
等
」
に
、「
は
、

直
ち
に
」
を
「
で
あ
つ
て
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
と
き
は
」
に
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同

条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
及
び
勤
務
時
間
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
様
式
第
七
号

の
三
）
を
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
子
育
て
部
分
休
暇
変
更
届
（
様
式
第
七
号
の
四
）
を
所
属

長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め
た
場
合 
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二 

出
産
し
た
場
合 

三 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

四 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

五 
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合 

第
十
七
条
の
三
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一

号
中
「
休
業
」
を
「
休
暇
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
（
一
）
を
削
り
、
様
式
第
四
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

四
号
と
す
る
。 

 

 

様
式
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第７号の３（第10条関係） 

表 

子育て部分休暇承認請求書 

年  月  日  

 埼玉県教育委員会教育長 様 

所属所名             

職  名 氏       名   

次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。 

 

１ 請求に係る子 

  氏    名   

   続    柄   

   生 年 月 日           年  月  日生  

 

２ 請 求 期 間       

  及 び 時 間       

期      間 時   間  

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 ３ 備    考   

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する

書類又はその写しを添付すること。 

２ 子育て部分休暇の承認の取消しを請求する場合は、総務事務システムによるこ

と。ただし、これにより難い場合は、裏面に記入し、請求することができる。 

３ 該当する□にはレ印を記入すること。 
 

 

 

 

※ 決裁権者記入欄 

 

決 裁 欄 

決裁 

権者 

   受理年月日 年   月   日  

    決裁年月日 年   月   日  

     承認・不承認の別   

 

  

裏 

 

 承 認 
子育て部分休暇の承認の 

取消しを請求する時間 

時間数 備 考 

 

 
決裁

権者 
   月日 午 前 午 後  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 
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様
式
第
十
九
号
の
六
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
第
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
は
、
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
と
み
な
す
。 

様式第７号の４（第10条関係） 

子育て部分休暇変更届 

 

年  月  日  

 

 埼玉県教育委員会教育長 様 

 

 

所属所名             

 

職  名 氏       名   

 

  

 子育て部分休暇に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

  

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休暇を始めた。 

□出産した。 

□子育て部分休暇に係る子が死亡した。 

□子育て部分休暇に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた。 

  □同居しなくなつた。 □負傷・疾病  

  □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

 

 

産
前
の
休
業

 
産
前
の
休
暇
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